
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
問い合わせ先 

県教育委員会 教育総務課企画・若者定住担当 TEL0857-26-7914 

活動内容  

募集のあった幼稚園、幼保連携型認定こども園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学

校、その他教育機関で下記の活動をします。 

① 各教科等に関する指導の補助 

② 学校生活に関する指導の補助 

③ 学校行事に関する指導の補助 

④ 部活動及びスポーツ活動に関する指導の補助 

⑤ 放課後に子どもを対象に学習活動・体験活動・遊び等を実施する事業の補助 

⑥ 図書館・公民館・教育委員会等が実施する子どもを対象とする事業の補助 

※個々の具体的な活動内容は学校等と協議して決めます。 

活動までの流れ・事後取扱 

鳥取県教育委員会では、鳥取県・島根県の大学等と連携して、学校等で

活動する学生教育ボランティアを募集しています。 

これは学生の教育ボランティア活動を通じて、学校等の様々な教育活動

の円滑な実施に寄与するとともに、学生の児童生徒や学校教育等への理解

を深め、社会貢献や教職への意欲を培っていくことを目的としています。  

県教育委員会ホームページに掲載されている募集一覧の中から、希望に

あうものを選択（５月に掲載後、常時更新） 

【県教育委員会ホームページアドレス：学生教育ボランティア推進事業】 

  → http://www.pref.tottori.lg.jp/dd.aspx?menuid=68887 

大学が定める登録申込書に記入し、大学に提出 

大学が発行した登録証明書を持参のうえ、学校等と活動内容について協議 

学校等での活動 

保険 

○大学が認めた活動

→学生教育研究災害

保険 

○大学が認めない活動

→原則として学校等が

責任を持って加入 

経費 

学生の活動に伴う経

費（交通費、謝金等）

については、学校等と

学生の協議によるも

のとします。ただし、

学校等は学生の負担

がないように配慮し

ます。  

鳥取県教員採用試験の際には、

志願書にボランティア活動実 

績として記入 

できます。 活動後は活動報告書をまとめ、学校長の確認後、大学に提出 



学生教育ボランティア推進事業フロー図（参考） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 

 

 

活動を行った学生の声 

○学校現場の雰囲気に触れて、とても刺激になった。 

○先生方の様子を見ていて、教師という職業が大変な職業であることを改めて認識した。教員にな 

りたいと感じた。 

○子どもとの接し方のスキルと自信を得ることができた。 

○先生方の工夫が読み取れ、自分の引き出しを増やすことに 

つながった。 

○大学で学んだことを実際に学校現場で確かめてみるとても 

よい機会となった。 

○自分は、子どもが大好きなんだなと実感した。 

① 依頼 

② 提出 

③募集案内 ⑥ 打合せ 

市町村教育委員会・ 

学校・教育機関等 
②活動計画の作成・募集情報の提     
 出 
⑥大学生との打合せ 
⑦学生ボランティアの受け入れ 
⑧大学等へ学生の受入れを連絡 

県教育委員会 
①ボランティア希望の情報収集 

（内容、期間、人数等） 
③募集情報をホームページに掲

載・更新 

大学（受付窓口） 

④学生教育ボランテ

ィア活動の周知 

⑤登録証の発行 

④ メール等による周知 

連携 ⑦ 受入れ 

⑤ ボランティア登録 

大学生 

⑤県教育委員会ホームページに

掲載されている募集一覧の中

から希望に合うものを選び、

各大学が定める登録申込書に

記入し大学に提出 

⑥登録証持参のうえ、学校との

打合せ 

⑧ 連絡 

 

 


